
スポーツを通じて、知的障害のある方の自立と社会参加を進めるた
めに、千葉市ゆうあいピックを開催します。
今大会は、10月に滋賀県で開催される全国障害者スポーツ大会の
予選会を兼ねています。
日　　時　5月14日㈬9：30から（卓球は11日㈰10：00から）
対　　象　�2013年（平成25年）4月1日以前に生まれた知的障害の

ある方
申込期間　3月7日㈮～4月14日㈪必着
申込方法　�申込書（3月7日㈮から、保健福祉センター高齢障害支援

課、障害者自立支援課で配布）を配布元へ直接持参。
問障害者自立支援課�☎245-5175�FAXFAX245-5549

全国障害者スポーツ大会予選会 市では、こども･若者がまちづくりのことをこどもの視点で考え、実
践する「こどもの参画」を進めています。こどもの参画事業の参加者
による取組事例の発表および市長と参加者の意見交換などを公開で行
うことで、その取り組みの更なる充実と参加者の成長および事業の一
層の周知･啓発を図るため、こども･若者フォーラムを開催します。
日　　時　3月22日㈯13：30～16：00
会　　場　きぼーる1階　　定　　員　先着100人
内　　容　こどもたちによる事例発表会
　　　　　・こどものまちCBT　・こども･若者市役所（CCFC）
　　　　　・�こども・若者の力ワークショップ「わたしが考えるこど

もにやさしいまち」「やっぱりわたしは千葉が好き～
千葉市の魅力再発見～」

　　　　　市長とこども･若者との対話会
問こども企画課�☎245-5673�FAXFAX245-5547

60歳以上の高齢者で組織する団体が研修、視察、ボランティア活動
などで利用する民間バスの借り上げ費用の一部を補助します。
対　　象　市内在住の60歳以上の方11人以上で組織する団体
補助経費　�バスの借り上げにかかる経費（有料道路通行料、駐車場

使用料、運転手の食事代、宿泊料などを除く）

女性の健康について学びましょう
　女性の健康について国のホームページで紹介しています。
・�女性の体と心の特性、女性特有の体調の悩みの原因と対応策につ
いて掲載しています。 ヘルスケアラボ　

・�婦人科についての基礎的な情報や、年代ごとの悩みに対する対処
法などのほか、男性や周囲の方々に知っていただきたい情報など
も掲載しています。 婦人科受診のトリセツ　

毎年3月1日～8日は女性の健康週間です。この機会に、女性のライ
フステージによる体の変化や健康的な生活習慣について考えてみませ
んか。市では、思春期から更年期･妊娠･出産など、女性の体と健康に
ついての相談ができます。詳しくは、 千葉市　女性の健康　

助産師による女性のための健康相談
　日時･会場　3月3日㈪10：00～12：00＝緑保健福祉センター
　　　　　　　5日㈬10：00～12：00＝花見川保健福祉センター
　　　　　　　7日㈮10：00～12：00＝中央保健福祉センター
　　　　　　18日㈫10：00～12：00＝美浜保健福祉センター
申込方法　�電話で、保健福祉センター健康課･中央☎221-2581、花

見川☎275-6295、緑☎292-2620、美浜☎270-2213へ

問健康支援課�☎238-9925�FAXFAX238-9946

3月1日～8日は女性の健康週間

女性の健康について考えよう

いきいき活動外出支援

こども･若者フォーラム

ゆうあいピックの参加者募集

価格高騰重点支援給付金
（令和6年度非課税3万円）

2024年12月13日時点で千葉市に住民登録があり、2024年度の住
民税の課税状況が非課税に該当する世帯に給付金を支給します。
併せて、18歳以下の児童を扶養している世帯にはこども加算も支
給します。
詳しくは、 千葉市　給付金　3万円　 。または、【下記】コールセンタ
ーにお問い合わせください。
対　　象　2024年度の世帯全員の住民税均等割が非課税の世帯
　　　　　＊�住民税課税者に扶養されている方のみの世帯は対象外
　　　　　例：子（課税）に扶養されている両親世帯
　　　　　　　親（課税）に扶養されている大学生の単身世帯
給 付 額　1世帯あたり3万円
申請手続

相談･問い合わせ
市価格高騰重点支援給付金コールセンター
☎0120-463-002（平日9：00～17：00）
耳や言葉の不自由な方
FAXFAX0120-600-769��Eメールkyuhukin-suisin@city.chiba.lg.jp

世帯の状況 手続き方法
千葉市価格高騰重点支援給付金
を世帯主名義の口座で受給した
ことがある世帯

手続きは不要です。
2月中旬から支給決定通知書（はが
き）を送付しています。世帯主がマイナポータルで公金

受取口座を登録している世帯

上記以外の令和6年度住民税非
課税世帯

3月中旬以降、確認書（封書）を送
付します。必要事項を記入の上、�
返送してください。

令和6年1月2日以降に千葉市に
転入した方がいる世帯で、市か
ら支給決定通知書または確認書
が送付されていない世帯

申請が必要です。
申請書は3月下旬以降、ホームペー
ジでダウンロードするか、コール
センターにご連絡いただければ郵
送します。

こども加算
【上記】の給付金に併せ、18歳以下（2006年（平成18年）4月2日
以降生まれ）の児童を2024年12月13日時点で扶養している世帯に給
付額を加算します。
加 算 額　児童1人につき2万円
申�請手続　新生児（2024年12月14日～2025年6月30日生まれ）
を扶養している世帯、住民票が別にある子を扶養している世帯な
どは個別に申請手続きが必要です。
申請期限　6月30日㈪（新生児は7月31日㈭）消印有効
相談窓口（支給対象の確認･申請は不可）
3月中旬開設予定
日　　時　9：00～17：00（平日）
会　　場　市役所1階情報ステーション隣

申請期限　6月30日㈪消印有効

補助金額　経費の2分の1
　　　　　＊�上限額＝乗車人数が11～29人の場

合3万円、30人以上の場合4万円
補助回数　1年度2回まで
申請期間　�バス利用月の2カ月前の1日（土･日曜日、祝･休日の場合

は翌営業日）～末日
　　　　　＊�4･5月分はいずれも3月3日㈪～31日㈪に受け付け
申請方法　�申請書類（ホームページから印刷または高齢福祉課で配

布）を記載し、〒260-8722千葉市役所高齢福祉課へ郵
送または持参。

必要書類など詳しくは、 千葉市　バス補助

問高齢福祉課�☎245-5169�FAXFAX245-5548

千葉市からの役立つ情報を受け取るにはLINEが便利です‼千葉市公式LINE（@chibacity)�をぜひ追加してください‼ 千葉市　LINE　
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